
浦添市居宅サービス計画検討会議実施要綱 

 

 

（令和２年 11月 30日福祉健康部長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、浦添市居宅サービス計画検討会議（以下、「会議」という。）の実

施に当たり、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（目的） 

第２条 この会議は、浦添市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例（平成 30年条例第 15号）第 14条第 20号の規定により、介護支援専門員

から届出された厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけた居宅サービ

ス計画（以下、「計画」という。）の内容について妥当性を検討し、必要に応じて改善

を促すことで、要介護者の自立支援及び重度化防止に資することを目的とする。 

 

（構成員等） 

第３条 会議は、いきいき高齢支援課の次の職員で構成する。 

 （１） 介護給付係長 

 （２） 給付担当職員 

 （３） 浦添市介護給付等費用適正化事務員設置規程（平成 26 年訓令甲第６号）第

２条に基づき設置され、介護サービス計画適正化事務を担当する事務員 

２ いきいき高齢支援課長は、必要に応じて会議に次の者の出席を求め、その説明又は

意見を聴く。 

 （１） 介護支援専門員の資格を有する職員 

 （２） 保健師の資格を有する職員 

 （３） 栄養士の資格を有する職員 

 （４） 計画を作成又は変更した介護支援専門員 

 （５） 地域包括支援センター職員 

 （６） その他いきいき高齢支援課長が必要と認める者 

 

（計画の届出及び提出） 

第４条 計画を作成又は変更した介護支援専門員（以下、「担当者」という。）は、当該

計画を作成又は変更した月の翌月末日までに、訪問介護（生活援助中心型サービス）

が規定回数以上となる当該計画、訪問介護事業所から交付される訪問介護計画書の写

し、基本情報及びアセスメント表等（以下、「計画等」という。）を市に提出する。 

２ 前号のほか、いきいき高齢支援課長は、計画を作成又は変更した介護支援専門員に、

当該計画を検討する上での必要な書類の提出を求めることが出来る。 



 

（会議） 

第５条 いきいき高齢支援課は、会議開催月の前月末までに届出及び提出された計画等

について、会議で訪問介護（生活援助中心型サービス）の利用の妥当性について検討

する。 

２ 前項の検討の結果については、浦添市居宅サービス計画検討会議における改善事項

等通知書（様式第１号）にて、担当者が所属する居宅介護支援事業所の管理者に通知

する。 

 

（改善状況の報告） 

第６条 前条で改善が必要と指摘されたときは、浦添市居宅サービス計画検討会議にお

ける改善状況等報告書（様式第２号）にてその結果を報告するものとする。 

 

（会議の開催時期） 

第７条 会議は随時開催とする。 

 

（個人情報の保護） 

第８条 会議の構成員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を他に漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

（庶務） 

第９条 会議の庶務は、いきいき高齢支援課が掌握する。 

 

（委任） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

 

  附則 

 この要綱は、令和２年 11月 30日から施行する。 

 

 

  



様式第１号（第５条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

 

         殿 

 

浦添市長   

 

 

浦添市居宅サービス計画検討会議における改善事項等通知書 

 

 

 浦添市居宅サービス計画検討会議において検討した結果、下記のとおりとなりました

ので、通知します。 

 

記 

 

１．検討した結果 

フリガナ  被保険者番号  

被保険者氏名  生年月日  

住所  性別  

要介護認定 要介護度  

認定有効期間  

改善（修正）が

必要な事項等 

 

 

 

２．改善状況等報告書の必要有無 

 

 

 

  



様式第２号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

浦添市長  殿 

 

事業所名             

管理者名             

担当者名             

 

 

浦添市居宅サービス計画検討会議における改善状況等報告書 

 

 

  年 月 日付けの「浦添市居宅サービス計画検討会議における改善事項等通知書」

については、下記のとおり改善等の状況を報告します。 

 

 

記 

 

 

フリガナ  被保険者番号  

被保険者氏名  生年月日  

住所  性別  

要介護認定 要介護度  

認定有効期間  

改善状況 

 

 

□改善完了 

□改善中 

 

 


